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２０２０年度の事業報告書 

 

2020 年 7月 1日から 2021 年 6月 30 日まで 

 

      特定非営利活動法人 

教育研究機関化学物質管理ネットワーク(ACSES)  

 

１ 事業の成果 

特定非営利活動法人教育研究機関化学物質管理ネットワークは、化学物質の安全適正管理

の促進に向け、次のような事業を実施した。 

 定款第５条第１項の教育研究機関，事業所等の化学物質管理担当者の情報交換、協議のた

めの連携組織の運営支援事業として、化学物質管理担当者連絡会（同世話人会主催）の開催

の支援、協力を行っている。 

 本法人定款第５条第２項の化学物質管理マスターデータベースネットワークシステムの創

製、運用事業として、収集、制作した「第１０期」分システムのデータの点検、補完作業を

進め、必要とする全国の会員大学等に提供した。 

 また、定款第５条第３項の全国教育研究機関の化学物質管理方法に関する支援、指導事業

として、多くの会員大学等に化学物質総合的安全適正管理に関する指導、相談を行い、化学

物質管理に関する出張セミナー、講演（オンライン方式による講演）を実施した。多くの大

学、研究所等に化学物質総合的安全適正管理に関する各種資料提供を行い、化学物質の安全

適正管理の促進を働きかけた。 

 定款第５条第４項の化学物質製造・販売企業、化学物質管理システム販売企業、関連企業

に対する化学物質の安全適正管理に向けた助言、指導等も実施した。 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載した事

業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業 

の実施日時 

(B)当該事業 

の実施場所 

(C)従事者の 

人数 

(D)受益対

象者の

範囲 

(E)人数 

事 業 費

の 金 額

(単位：

千円） 

全国の教育研究機

関の化学物質管理

担当者の情報交換、

協議のための連携

組織を設置し、共同

で対処する体制を

整える事業 

「化学物質管理担当者連絡会」

（同世話人会主催）の第 14 回

連絡会（2021 年 9 月 10 日、関

西大学）の開催準備、支援。 

 

(A) 2020 年 7

月～2021 年 6

月、随時 

(B) 本法人事 

務局 

(C)2 人 

 

(D)250 大

学,期間,

事業者等 

(E) 概ね

10 万人 

1,302 
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化学物質管理マス

ターデータベース

ネットワークシス

テムを設置し、全国

の教育研究機関の

化学物質管理シス

テムの共同利用に

供する事業 

ACSES 化学物質製品データベー

スシシステム(ACSES-DB)のデ

ータの拡充､点検補完、新たな

データの追加・補完を行った。 

ACSES-DB を必要とする全国の

大学等に提供した。 

Ver.9 を 2020 年 10 月から提供

した。 

データ点検補完：毒劇物関係、

労働安全衛生法関係、PRTR 制度

等主要法規関係については一

通り済み、化学物質リスクアセ

スメント、特別管理物質等への

対応も順次行っている。 

(A) 2020 年 7

月～2021 年 6

月、常時 

(B)本法人事 

務局 

(C)2 人 

 

(D)20 大

学,機関等 

(E)概ね 10

万人 

2,599 

全国の教育研究機

関の化学物質管理

方法の支援、指導を

行う事業 

・化学物質総合的安全適正管理

に関する指導、相談に対応し

た。 

・化学物質管理に関する出張セ

ミナー、講演(オンラインを含

む)を行った。 

・化学物質総合的安全適正管理

に関する各種資料提供：延べ 94

大学等 

・全国の大学、研究所等に化学

物質安全適正管理の促進を働

きかけた。 

(A)2020 年 7

月～2021 年 6

月、頻繁 

(B)会員大学

等及び本法人

事務局 

(C)述べ 4人 

(D)100 大

学,機関,

事業所等 

(E)概ね 20

万人(推

定） 

1,271 

化学物質の安全適

正管理に向け、化学

物質製造・販売企

業、化学物質管理シ

ステム販売企業、及

び関連企業に対す

る助言、指導等を行

う事業 

化学物質製造・販売企業、化学

物質管理システム販売関連企

業に対する化学物質の安全適

正管理に向けた助言、指導等を

実施した。 

(A) 2020 年 7

月～2021 年 6

月、随時 

(B)該当企業

事業所及び本

法人事務局 

(C)2 人 

(D)5 社 

(E)概ね 3

千人 

1,295 

 

 

本法人の目的達成

のためのそのほか

の事業 

実施しなかった。 ― ― ０ 

（備考） 

１ ２は，(1)には特定非営利活動に係る事業，(2)にはその他の事業について区分を明ら

かにして記載する。 

 ２ ２(2)には，定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの，当該事業年度

にその他の事業を実施しなかった場合，「実施しなかった」と記載する。 

 


